








 

 

東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定（墨田区決定） 

都市計画東武曳舟駅前地区第一種市街地再開発事業を次のとおり決定する。 

名称 東武曳舟駅前地区第一種市街地再開発事業 

施行区域面積 約１．７ｈａ 

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道路 

種別 名称 規模 備考 

幹線道路 都市計画道路放射第１３号線支線１ 別に都市計画において定めるとおり 既設(再整備) 

区画街路 都市計画道路墨田区画街路第１３号線 別に都市計画において定めるとおり 新設、既存道路の拡幅 

区画道路 墨田区特別区道墨第１１４号線 
幅員約２ｍ 

延長約１ｍ 
既存道路の拡幅（歩道のみ） 

公園 都市計画公園 東向島二丁目公園 別に都市計画において定めるとおり 新設 

広場 広場 広場 約４５㎡ 新設 

建
築
物
の
整
備 

建築面積 
延べ面積 

（容積対象面積） 
主要用途 高さの制限 備考 

Ⅰ 約２,４００㎡ 
約２２,２００㎡ 

（約１６,７００㎡） 
住宅、店舗、駐車場 ５５ｍ 

建築物の高さの限度は建築基準
法によるものとする。 

Ⅱ 約１,８００㎡ 
約９,７００㎡ 

（約９,５００㎡） 
病院 ５５ｍ 

建
築
敷
地
の
整
備 

建築敷地面積 整備計画 

Ⅰ 約４，０００㎡ 
・道路境界線より建物を後退し、歩行の用に供するよう整備をすることで周辺環境に配慮する。（敷地Ⅰのみ） 

・隣地との境界については、地区計画に従い有効な通路を確保する。 

・壁面の位置の限度は地区計画、高度利用地区に従い確保する。 

・交通広場と一体となった都市公園を設け、地域の防災性及び市街地環境の向上を図る。 

・鉄道との境界については地区計画に従い、有効な通路を設ける。 
Ⅱ 約３,１００㎡ 

住宅建設の目標 
戸数 面積 容積対象床面積 備考 

約２４０戸 約１８,８００㎡ 約１３,９００㎡  

参考 地区計画区域内及び高度利用地区区域内にあり。 

「施行区域、公共施設の配置、建築物の高さの限度は、計画図表示のとおり」 
 

（理由）土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、歩行者ネットワークや賑わいと活力のある複合市街地を形成するため、第一種

市街地再開発事業を決定する。 


